
公告期間： ～ （ ）

下記のとおり公募に付します。

1．公募の主旨

２．公募に付する事項

仕様書のとおり

３．応募者に必要な資格

当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

令和 8 年度に国の競争参加資格（全省庁統一資格）を有している者であること。

４．応募要件

５．応募手続き等

公募説明書等の交付場所及び問い合わせ先

（ダイヤルイン）

説明書等の交付場所及び方法

（1）

（2）

（3）

　下記件名の業務について、特定の者（以下、「特定事業者」という。）と契約手続
きを行う予定としているが、特定事業者以外の者で、本公告で示している応募要件を
満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出
を求める公募を実施する。

購入

件 名

内 容

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

財 務 部 長 服部　雅彦

記

（2）

E-mail：

ＴＥＬ

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第１項の

規定に該当しない者であること。

（3）

（4）

（1）

R8.6.30 R8.7.15

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に
該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。

参 加 者 確 認 公 募

パルスレーザー高速試料加工・前処理装置の調達

令和9年3月19日

043-206-3014

履 行 場 所

履 行 期 限

（1）

令 和 8 年 6 月 30 日

（4）

（1）

千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1

nyuusatsu_qst@qst.go.jp

財務部契約課

ＦＡＸ 043-251-7979

仕様書のとおり

石橋　由治

（2）

〒263-8555

仕様・性能に関する要件

mailto:nyuusatsu_qst@qst.go.jp?subject=%E5%85%A5%E6%9C%AD%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E4%BE%9D%E9%A0%BC&body=%E3%80%90%E5%85%AC%E5%91%8A%E6%97%A5%E3%80%91%0a%E3%80%90%E5%85%A5%E6%9C%AD%E4%BB%B6%E5%90%8D%E3%80%91%0a%E3%80%90%E9%87%8F%E5%AD%90%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E5%90%8D%E3%80%91%0a%E3%80%90%E8%B2%B4%E7%A4%BE%E5%90%8D%E3%80%91%0a%E3%80%90%E4%BD%8F%E6%89%80%E3%80%91%0a%E3%80%90%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E6%89%80%E5%B1%9E%E3%80%91%0a%E3%80%90%E6%B0%8F%E5%90%8D%E3%80%91%0a%E3%80%90%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%80%91%0a%E3%80%90FAX%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%80%91%0a%E3%80%90E-Mail%E3%80%91


上記５．(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。

ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く平日に行う。

電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,件名,当機構担当者名,貴社名,

住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記５．(1)のｱﾄﾞﾚｽに送信。

交付の受付期限は の17:00までとする。

公募説明会の日時及び場所

参加意思確認書の提出期限、場所及び方法

上記５．(1)に持参または郵送で提出すること。

６．その他

「３．応募者に必要な資格」及び「４.応募要件」を満たす者がいる場合には、

一般競争入札（最低価格落札方式）を行う予定。

以上　公告する。

　応募者は、「３．応募者に必要な資格」及び「４.応募要件」を満たすことが
分かる資料を作成し、説明書の別紙「参加意思確認書」に添付して提出。
なお、参加意思確認書に添付する提出資料の様式は任意。

17時00分

実 施 し な い

（3）

令 和 8 年 7 月 16 日 (木)

（4）

令 和 8 年 7 月 15 日 (水)

（1） 応募の結果、「３．応募者に必要な資格」及び「４.応募要件」を満たすと認め
られる者がいない場合にあっては、特定事業者と契約手続きに移行する。

（2）

（3） 詳細については、公募説明書によるため、必ず上記５．(2)により、公募説明書
の交付を受けること。


	公募伺 

